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＜ステップ３＞ 各EPAに定められた輸出産品に係る規則等の確認
輸出する産品がどういう要件を満たせば原産品になるか、規則を確認！
＊輸出産品に係る各ＥＰＡ上の「原産地規則」「品目別規則」で確認
（日本商工会議所ＨＰ内）http://www.jcci.or.jp/gensanchi/3.html⇒各協定をクリック

＜ステップ１＞ 輸出産品のHSコードの確認
EPAを利用するには、最初に輸出産品の6桁ベースのHS番号を確認！
＊輸入者を通じた輸入締約国の税関への確認をおすすめします

＜ステップ２＞ 特恵税率の有無、税率の確認
EPAを使った場合の税率が、現状の関税率よりも有利なのかを確認！

＊ジェトロHP「世界各国の関税率」の活用等

＜ステップ４＞ 輸出産品に関する原産性の確認
輸出産品が原産品になるか？（＝原産地規則を満たしているか？）を確認！
⇒資料の作成

判
断
資
料
を
作
成
す
る
流
れ

＜ステップ５＞企業登録
シ
ス
テ
ム
上
の
手
続
き
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＜ステップ6＞ 原産品判定依頼 ※輸出者 or 生産者

（ 同意通知 ※判定依頼者(=生産者）≠ 輸出者 ）

＜ステップ7＞ 発給申請 ※輸出者のみ
2
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登録にあたっての注意点

▶企業の実在確認が目的

▶１企業１登録（有効期間：２年間、更新手続き要）

▶非特恵原産地証明の貿易登録とは別登録

▶すでに他のEPAで登録済みの場合は登録不要

▶登録情報に変更があった場合は速やかに変更手続を

「社名」「住所」「代表者」に変更がある場合は事前に

日本商工会議所 国際部まで必ずご連絡を

【新規登録について】
○登録手数料は無料
○必要書類（法人の場合）
・「登録申請書」（WEB上で作成し、印刷）
・「履歴事項全部証明書」
以上を揃え、日本商工会議所 国際部へ提出
（※具体的な手続き（法人・個人）については発給申請マニュアル P47～52参照）
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【サイナー登録】

▶登録企業の代表者から特定原産地証明書の受給に係る

手続きに関する権限の委任行為

▶１登録企業に複数のサイナー登録可能（上限なし）

▶サイナー有効期間＝企業登録の有効期間と同じ

▶登録されたサインが、特定原産地証明書に印字される

▶登録サイナー情報に変更（削除・追加含む）があった場
合は速やかに変更手続きを

⇒発給システムにて変更の申請書を作成し、

日本商工会議所・国際部に提出
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日商HP：http://www.jcci.or.jp
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参考：発給申請マニュアルはこちらから

企業登録の登録申請書
作成はこちらから
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・最大７営業日で登録が完了
します。

・登録完了後、簡易書留にて
郵送します。
（連絡担当者宛に一括郵送）

Ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

Ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

Ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

【サイナー登録手続き完了時】
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印

こちらに肉筆サイン

発給システムにて、右上に
「更新」「変更」と書かれ
た登録申請書を印刷し、
日商国際部に提出願います
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XXXXXXXXXXXXXXXX

特定原産地証明書発給システムは一般に
公開していません！XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

http:xxxxxxxxxxxxxx

参考：国別に原産地規則・品目
別規則、譲許表を閲覧できます

「ログイン画面」ボタンを
クリックし、ID/パスワード
を入力してメインメニュー
に進みます
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企業情報のメニュー
（登録内容の変更、サイナーの追加など）

発給申請の
メニュー

判定依頼の
メニュー
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原産品判定にあたっての注意点

▶ＨＳコードの入力は６桁

「輸入者を通じて輸入国税関に確認を」

▶協定により使用するＨＳが異なる

▶各協定ごとに原産品判定依頼が必要

・原産地規則、品目別規則が異なるため

▶原産品判定依頼の前に、輸出品が原産品であることを判断

できる資料の整備が必要
・当該資料の提出は原則不要
・判定事務所の求めに応じて、即時に提出が必要
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ＨＳ2002
日メキシコ・日マレーシア・日チリ・日タイ・日インドネシア
日ブルネイ・日アセアン・日フィリピン

ＨＳ2007 日スイス・日ベトナム・日インド・日ペルー
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▶ 原産品判定依頼の資格者：

輸出産品の生産者か輸出者のみ（法第三条）

・国内卸商（輸出者でも生産者でもない者）は

生産者に代わって原産品判定依頼はできない

▶ 生産者/輸出者が判定依頼し、輸出産品が原産品である

と確認された場合、当該産品に「原産品判定番号」が

付与される

・生産者が産品の輸出を輸出者に委ねる場合、

「原産品判定番号」の使用を認める旨を、

システム上で発給機関と輸出者に通知＝同意通知

▶ 標準処理日数：３営業日(不備があれば無期限)

▶ 原産品判定に手数料は不要
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①
原産品判定依頼書
入力をクリックし
ます
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②
新規入力ボタンを
クリックします

「複写」ボタンで過去の案件を
簡単に複写して利用できます

利用しなくなった承
認案件を非表示にで
きます

現在の審査状
況を確認でき
ます

各項目で絞り込み
検索ができます
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③
画面の誓約事項を
確認して「はい」
をクリックします

④
「協定」と「判定依頼
する事務所」を選択

判定依頼者
名を確認し
てください
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⑦
入力内容がよろしければ、
「はい」をクリックします

⑥
「情報取込」を押下
するとデータが自動
入力されます

⑤
生産者＝判定依頼者の
場合、判定依頼者の企
業登録番号を入力しま
す
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⑨産品名称を英語で入力します。
ブランド名だけ、品番のみでは
証明できません。

⑧ＨＳを6桁で入力します。
協定によりHS2002と
HS2007のどちらで入力
するかが異なります。

★インド協定の場合はこの画面

⑩原産品の判定基準を選択します
（完全生産品／原産材料のみから完
全に生産される産品／非原産材料
を使用し完全に生産される産品）
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⑫その他規定の使用の有無
（僅少／累積／代替性のあ
る産品及び材料）

⑪非原産材料を使用し完全に生産される産品の
場合に適用した判定基準の選択
（ＶＡ／ＣＴＣ／ＳＰ／ＶＡ＋ＣＴＣ）
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⑬
判定依頼者とは別に
実務担当者がいる
場合は当該担当者を
入力してください。

⑭
内容がよろしければ、
「判定依頼」をクリック
します
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①
原産品判定依頼書
入力をクリックし
ます
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②「承認」案件の
受付番号をクリッ
クします

状態を確認！

「承認」で絞り込み
検索ができます

★「原産品判定依頼書入力」画面から承認済みの受付番号を展開してください。★「原産品判定依頼書入力」画面から承認済みの受付番号を展開してください。
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⑤「同意提出」
ボタンをクリックします

④
輸出者の企業登録番号を
入力して「情報取込ボタン」をク
リックします

③「同意通知書入力/修正」
ボタンをクリックします

有効期限は最大3年
（必要に応じて期限
の短縮修正が可能）
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①同意通知が有効の
行の企業登録番号を
クリックします

②企業情報が「特定CO
の発給申請者」欄に表示
されたら、印刷ボタンを
クリックします
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